
久利・大屋地区では、サルやイノシシによる鳥獣被害が深刻であり、地域の大きな課題と
なっていることから、久利・大屋地区小さな拠点推進協議会内の助け合いネットワーク部会
を中心に対策を検討しています。
鳥獣の追い払い用の煙火を使用するためには、煙火消費保安手帳を取得したうえで年１回

の保安講習を受講する必要があるため、両地区合同での講習会を開催しました。
講習会では、煙火本体の取扱方法、関係法令や鳥獣の音慣れなどに繋がらない効果的な煙

火の使用方法などを学び、今後の地域全体での鳥獣対策に活用していくこととしています。

『久利・大屋地区動物駆逐用煙火保安講習会』を開催！！
【助け合いネットワークの構築事業】

■ 日 時
令和５年６月２５日（日）

１４:００～

■ 場 所
久利まちづくりセンター

（大田市久利町内）

■ 参加者
久利・大屋地区の住民 ７７名

（うち、新規受講者 ８名）

（連発式動物駆逐用煙火＆専用ホルダー）

（保安講習会の様子）


